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主 要 判 決 全 文 紹 介

事案の概要

　本件は、発明の名称を「樹脂フィルムの連続製造方法及び装置及び設備」とする本件各特許権（「本件
米国特許権」を含む）を有していた被告から独占的通常実施権の許諾を受けて、本件各機械装置を製造し
原告補助参加人に販売した原告が、被告に対し、①原告が原告補助参加人に本件各機械装置を製造販売し、
原告補助参加人が本件各機械装置を使用して本件各製品を製造販売したことにつき、被告が原告及び原
告補助参加人に対して本件各特許権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権（本件損害賠
償請求権）を有しないことの確認を求めるとともに、②原告が上記通常実施権の許諾時から現在に至るま

直 也

≪最高裁判所（原審・知的財産高等裁判所）≫
特許権侵害による損害賠償債務不存在確認等請求事件

（樹脂フィルムの連続製造方法及び装置及び設備－被上告人による、第三者である参加人の
上告人に対する債務の不存在の確認を求める訴えは、確認の利益が認められるか）［上］（全２回）

－平成31年（受）第619号、令和２年９月７日判決言渡
（原審・平成30年（ネ）第10059号、平成30年12月25日判決言渡）－

  令和３年
（2021 年）       月          日（月）

No.  15366　１部377円（税込み）
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